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叢

利
潤

の
痙
濟
的
道
徳
的
性

質
二

)

瞥
業

の
租

税
給

付
能
力

進
歩

か
退

歩

か
(
こ

・

・

農

業
労

働
問
題

二

)

・

中

世
都
市

の
獲
達

(二
)

時

論
姻

直
接
税
制
度

の
整
理
に
就

て

・

説

、.

苑

我

國
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て
(二
)
・

雑

鍍
}

米

国

一
家

五
口
最
少
生

活
費
調

【
B̀

}、僧
。互
。
以
前
の
會
計
史
概

要

・

家

畜
保
険

に
就

い
て

・

ポ

ル
シ
ェ
哩
イ
ズ

ム
分
解

の
傾
何

.

法
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騨

難
　

隷

朱
圏

に
於
け
ろ

}
寂
五
口
の
最
少
生
活
費
調

羅

録

'

撒
咽
扉
」
家
五
口
の
最
少
生
活
費
調

.

な
る
打
盤
の

一
は
、

難
ε
云
ふ
こ
ご
で
め

っ
た
が
、

閑
却
観

せ
略
れ
虎
る
生
計
費
調
査
の
問
題
は
、
何
れ
の

國

に
於
て
も
大
に
世
人
の
注
意
を
惹
く
に
至
り
.、
殊
に

米
國

"
松
て
は
政
府
自
ら
率
先
し
て
此
の
問
題
を
組
織

.

的
に
研
究
し
、

「
に
は
労
働
者
の
家
族
支
持

に
必
要
敏

.

も
可
か
ら
ざ
る
経
費
の
最
少
限
度
を
知

る
の
資

糖
こ
な

し
、
.天

一
に
は
之
に
依
げ
て
生
計
費
の
嵩
加
す

る
状
態

を
比
較
研
究

せ
ん
こ
す

る
目
的
を
以
て
、
圭
・し
し
て
勢

価

統
計
局
に
於
て
之
が
調
査
を
遂
げ
摩
り
し
が
、
同
局

.

主
事

・
ー
ヤ
ル
、

ミ
ー
カ
ー
氏
が
障
年
米
国
肚
會
事
業

一
協
議
會
の
年
會
に
於
て
報
告

せ
る
該
調
査
の

一
端
は
、

正

の
種
の
問
題
の
研
究
者
に
繕

山
の
暫

し
て
参
考

山

本

美

越

乃

・
今
次
の
世
界
大
戦
が
各
國
民

に
與

へ
た
る
最
も
重
大

一
般
物
債
の
騰
貴
從
て
生
活
の
困
.

之
が
爲
に
從
來
比
較
的

第
十
三
巻

〔第
一
號

一
二
二
)

一
一=
一

に
資
す

べ
き
も

の
が
少

く
な

い
、
故

に
.左

に
其

の
要
旨

を
紐
…
介

し
よ
う

ド
一
円』
ふ
o

↑
食
物

、
普

通

の
力
役
的

勢
働

に
従
事
ず

る
成
年
男

子

の

一
日

に
要
す

る
熱
量

(。曳
。
「…。
)
は
三

千
乃

至
三

千
二
・

コ

百
位
な

る
も

、
食

物
を
調
理
す

る
際
等

に
約

「
割
位
は

浪
費

ざ
れ
、
又
催
合

之
を

口
中

に
入

る
る
も
其

の

一
部

分
は
消
化
吸

牧
せ
ら

る
る
に
至
ら
す

し
て
排
出
す
を
を

以
て
、
.…二
千
乃

至
三

千
二
百

カ
ロ
リ
ー
を
掻
取

せ
ん

遷

せ
ば
、
少
一

ε
も
三

千
五
百

カ

ロ
リ

ー
を
包
含

せ
る
食

料
を
購

ふ
の
必
要
が
あ

る
、
.而

し
て
夫

、
.妻

、
子
女
等

に
依
り

て
消
費

さ
.る

べ
き
食
物

の
必
要
量

は
、
年

齢
、

性

、
陪
賓
、
職
業

及
び
其

の
活
動

欣
態

等
を
考
察

し

て
、
.

實
験

土
馨

ぽ
其

の
比
例

を
知

る

こ
ε
が
出
來

た
、
即
ち

之

に
擦

る
ε

　
家

五
口

〔夫

妻
及

び
三
見

「
十
二
歳

男
、
.
.

⊥
ハ
歳

女

、
二
歳
男
」
)
の
家
族

に
於

て
は
、
夫

の
要
す

る

熱
量

を
傲

り

に

」
ご
せ
ば

、
妻

○
、
九

、
、十

二
歳

の
男

児
○

、九

、

⊥
ハ
歳

の
女

児
○

.四

、

二
歳

の
男

児
○
、
】

五
、、.合
計
三

、三

五

ざ
云
ふ

割
合
亡

な
る
、

此

の
季
均

敷

は

一
家

五
口
の
標

準
的
家
族
約

二
百
八
十

旦

(十

一
.

の
代
表
的
都
市

よ
り
約

二
十
五

戸
を

選
定

し
て
〉

に
就

＼

"

.



二
き

で
、
合
衆
国

勢
働
統

計
局
の
調
査
し
た
、る
所

で
あ

る
・

…
固

よ
り
是
等

の
食
料
中

に
は
軍
に
必

要
な

る
熱

量

の
み
.

な

ら
す

、
蛋
白
質

、
脂
肪

質
、
炭

水
化
物
等

の
養
素

を

…
適

度

に
包
含

せ
る

こ
ご
は
藪

に
論

ず
る
迄
も
な

い
、
今

.

右
の
調
査
に
糠
り

豪

吾

の
家
族
の

蕎

年
内
に
必

.

裏
手

る
食
物
の
量
を
封
度
を
以
て
表
示
せ
ば
次
の
如

く

で

あ

る

D

・

qっ

鳥

獣

㈲

穀

(・・)

・
　

{
類 類 面

輪 其鮮 小真黒「報 瀦 飛

宇 牛
姿
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包 粉 他 肉 肉 的 肉 肉 内

野 野
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身
配

一
八
五

=

・

=
二

七

六
二
六

[
.一三

四

四

=
=
二
一
一

四

五

七

五

八

四
四

二

二

二

一
三
九

四

四
四

六
四

雑

録

来
國

に
於
け

ろ

一
家
五
口
の
最

少
生
活
費

調

(チ){卜)1.へ)(ホ}(二)(リ)(ル)(ヌ)

魚

肉

及

海

産

物

類

牛

乳
・
乳

/2
・牛

酪

及

乾

酪

頻

脂

肪

及

植

物

性

汕

類

鶏

卵

砂

糖

.
糖

蜜

及

蜂

蜜

頬

嚢

　
瀦

珈
琲
・条

・加
.
々
阿

・其

他

雑

品

氷

、

六

九

一
七
七

八

・

入

一
.

一
〇

二

二
〇
九

五

六
九

、

三
五

五

七

、

六
八

二
八

Q

O

二
衣
類
、
衣
類
選
澤
の
標
準
は
蕾
に
保
撮
・清
潔
・爽
快

等
の
目
的
に
慮
じ
得
癒
の
み
な
ら
す
、
其
の
外
観
艦
裁

等
に
於

て
も
各
一人
は
自
己
の
　脚
す
る
瀧
會
に
於
て
他
の

侮
瀧
を
招
く
が
如
き
こ
ご
な
き
程
度
の
も
の
を
選
帯
せ

ん
こ
す

る
の
風
め
る
を
以
て
、
是
等
の
黙
を
も
考
慮
せ
.

ね
ば
な
ら
澱
、
左
に
掲
ぐ
る
衣
類
に
封
ず
る
最
少
限
度

の
要
求
は
、

一」九

一
八
年
乃
至

一
九
年
に
亘
レ
で
勢
跡

統
計
局
に
於
て

}
家
五
艮
を
有
す
る
約
八
百
五
†
の
家

族

に
就
き
て
調
査
し
た
る
所
の
も
の
を
基
礎
ご
し
、
之

に
首
府
ワ
ジ
ン
ト
ン
に
於
け
る
實
験
の
結
果

を
参
酌
し

第
十
三
巻

〔第
一
號

=
一三
)

一
二
三

●

や

甲



…
雑

録

米
国
に
於
σ
ろ

一
家
五
口
の
最

少
生
活
費
調

で

一
空

九
年
+
二
月
に
之
を
公
表
し
・
全
国
よ
り
批

皿
秤
及
び
意
見
を
徴
し
て
然

る
後
漸
く
作
成
し
た
る
も
の

…
で
め
る
、
而
し
て
衣
類
の
問
題
を
研
究
す
る
に
當

っ
て

　は
、年
審

用
す

る
・
の
、
夏
季
・
み
蕎

芸

も
の
、

冬
季

の
み
着
用
す

る
も

の
等
に
分
っ
て
之
を
考
察
す
る

こ
ご
が
便
で
あ
り
、
叉
其

の
材
料
の
如
き
も
中
等
品
を

一
標
準
ε
す

る
こ
ε
が
適
當
で
あ
る
、
故

に
此
の
標
準

に

療

主

家
吾

の
家
族
の
年
叢

代
ゆ
る
衣
類
其
の
他
.

の
附
属
物
の
数
量
即
ち
其
の
最
少
限
度
の
必
.要
量
を
示

一
せ
ぱ
次
の
如
く
で
あ
る
。

夫
の
分

鶉

手

、

.

夏
季
用
(
常
用

服

門

「三

外

出

服

三
年
毎

　二

着

妻

の
分

帽

子

ス
カ
F
ト

常
用
胴
衣

外
出
胴
衣

常

用

服

外

出

服

下

袴

【

靴手

袋

一

二
年
毎

一二

着三

二
隼
毎

一二

着二二一一「

_二 こ 川 第

攣 獅1手 灘 靴楚　㍗ ヂ嬬^毛 ・「藤

1吊f.11Ft1∵ 　 ∵llll
未 曝 二 八 ・.六 鹿 二 垂 二 六;一 一 薯 二`薯 唇 面 酉

「
二
四

岨

子

二
年
毎

二
一
箇

常

用

服

.

.

「

外

出

服

二
年
毎

二
一
著

・ド
レ
ヅ

ス

ニ
年
毎

二
一
著

コ

上

衣

三
年
毎

二
一
着

下

袴

一

報

「

手

袋

二
年
毎

二
」
組

家

内

衣

二

前

掛

コ

ル

セ

ッ
ト

回
附
麗
晶

暖

衣

靴

足

袋

靴

修

繕

護

謨

靴

ハ

ン

カ

チ

τ

フ

一二二二四L八一入

洋

傘

二
年
毎

二
.}
本

"

.



ズ 十
り

欝ぐr

.賢

雰

　
、ズ

ポ

二 一 五 三 二 六 一

二
年
毎

　こ

箇

二
年
毎

一二

著

二
年
毎

一二

著

ス
ェ
ヅ
タ
一

二
隼
毎

=
一
騎一二二一三一一四

一
二

護

謨

靴

「

襟

飾

二

八
ン
カ
チ
ー
7

六

餓

足
袋
止
.

二

革

帯

二
年
毎

一二

本

=
歳
男
子
分

帽

子
.

夏季用
　
潔

・⊥
繊

護

謨

靴

ハ

ン
カ

千
i

フ

二 〇 四 八 二 一.三 三 一

冬
季
用

門 一 靴
足
袋
止
メ

同

上

帽

子

外

套

ス
エ
ッ
タ
i

下

襯

衣

下

股

引

経

衣

靴手

袋

一
山
!、二

ラ信
佳
宅
(
住
宅
に
醐
.し
て
は
保
健
及
ぴ
衛
生
上
先
づ
注

意
す

κ
き
は
.
室
氣
の
流
通
、
光
線
の
投
入
、
室
数
、

室
の
大
小
、
窓
、
位
置
等
に
封
ず
る
考
慮
で
あ

っ
て
、

、

左

に
示
す
所

の
も
.の
は
其

の
.最

少
限

度

の
要
求

ご
む
稠

す

べ
き
も

の
で
あ

る
。

先

天

年
乃
至

九
年
に
亘
り
て
勢
働
統
、計
局
の
.

調
査

し
た

る
所

に
撮
れ
ば
、
米
國
人

た

る
普
通

の
勢
働

者

の
家
族

の
大
多

敷
は
、
馨

ぽ

}
人

「
室

の
割
合

を
以

第
十
三
巻

(第

「號

一
二
五
)

・
「
二
五

一年一年

若角着毎 一

十

.



薙

銀

光
國
に
於
け
る
一
家
五
口
の
最
少
生
活
費
調

…
て
住
宅
を
青

む

る
が
故
.に
、

「
家
五

日
の
標

準
的

の
家

族

に
謝

シ

、
は
、
居

室
、
食
堂

、厨

房
、
大
寝
室

・
小
寝

室

の
五
室
を
有
せ
し
む
る
こ
審

以
て
最
少
限
度
の
要

、求

ご
着
做

し

得
る
、

尤
も

小
見

は
男

女

の
別

に
鷹
じ

て

其
の
寝
室
を
匠
刑
す

る
こ
諸

種

の
黙
に
於
τ
好
ま
し

澄
事
情
あ
る
が
故
に
、
之
に
別
室
を
與
ふ
る
喜

婆

風

間
の
居
室
を
夜
間
に
は
寝
室
に
充

つ
る
こ
ご
で
あ
る
「

然
ら
ず
ん
ば
或
は
居
室

一
、
食
堂
無
厨
房

ヤ
、
寝
室
三

こ
な
す
も
敢
て
不
便

で
は
な

い
、
之
ε
共
に
叉
各
室
の

大
さ
も
保
.健
及
び
衛
生
上
に
重
大
な
る
關
係
を
有
す

る

」も
、
寝
室
は
少
く
こ
も
各
室
(
昌O
×
お
湘
一
の
大
さ
を
必

要
こ
す

べ
く
、
食
堂
兼
厨
房
も
亦
之
ε
暮

ぼ
同

一
の
太

き

を
要
す
る
を
以
て
、
前
記
五
宝
を
有
す

る
住
宅
は
浴

室
.厨
等
を

除
き
少
く
こ
も

五
百
六
十
竿
方
尺
の
面
積

一
を
必
要
こ
す

べ
し
、
空
薫
の
流
通
及
び
光
線

の
投
入
の一

一
設
備
に
付
き
て
は
、
各
室
に
昼

磐

二
箇
の
窓
を
設

一
げ

、
其

の
・内

一
は
直
接

外
部

に
面

し
て
外

氣

の
流

通
を

百

由
な
ら
し
む

丁

、
叉
窓
の
大
畠

+
二
雫
方
尺
以

㎝
上
た
ら
し
む
・
を
要
す
、
住
宅
の
位
讐

交
通
の
響

有

す

る
地
域
を
選
定
す

べ
き
は
勿
論
、
其
の
附
近

に
遊

軍

三
巻

(第

扇

・三

さ

葺
一
=
ハ

園
地
等

の
.存
す
る
.ぎ

量

に
望
ま
し
丸

裏
町
又
は

貧
民
窟

に
接
近
せ
る
場
所

の
如
き
ば
不
適
當
な
b
ご
.す
・

呈

は
米
国
に
於
け
る

篆

書

の
勢
働
者
の
家
族

の
支
持
。
必
要

・
・
最
少
握

の
嚢

傷

薬

た

」

り
、
此

の
如
き
細
密
な
る
調
査
に
塞
ぎ
家
陰

の
支
持

に

必
要
酔

可
か
ら
ざ
る
牧
入
は
何
程
警

べ
き
か
を
算

定
す
る
を
以
て
、
彼
等
の
賃
金
聞
書

掌

る
態
変

ぴ
要
求
は
、
契

ご
讐

漫
り
に
畜

排
斥
し
去

る
能

は
ざ
る
楓
糖
ε
磯
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